
柏市ふるさと寄附金事業業務委託契約書（案）
　柏市を甲とし，●を乙とし，甲乙間において，次の条項により，柏市ふるさと寄附金事業業務委託契約を締結する。

（契約の目的）

第１条　甲は乙に対し柏市ふるさと寄附金事業業務（以下「本件業務」という。）を委託し，乙はこれを承諾する。

２　甲は，乙に対し，本件業務に対する報酬（以下「委託料」という。）を支払うものとする。
（本件業務の内容）

第２条　本件業務の内容は，次に掲げるとおりとする。
　(1) 柏市ふるさと寄附金に係る寄附情報の管理に関すること。

　(2) 返礼品協力事業者への発注及び返礼品配送管理に関すること。

　(3) 返礼品協力事業者への支払いに関すること。

　(4) 各種書類の送付に関すること。

　(5) 本市の魅力をＰＲできる返礼品の開拓，企画等に関する各業務を行うこと。

　(6) 本市のふるさと寄附金事業に関する経費管理に関すること

　(7) 本市が利用する各ふるさと納税ポータルサイト（以下、「ポータルサイト」と言う）の管理運営に関すること

　(8) 柏市まちづくりのためのふるさと寄附金のプロモーションに関すること。

　(9) 寄附者等からの問い合わせ等への対応に関すること。

　(10)返礼品協力事業者及び市内事業者に対する説明会の実施または個別説明会を実施すること。

　(11)その他柏市ふるさと寄附金関係業務に関すること。
２　本件業務の詳細な内容は，別紙柏市ふるさと寄附金事業業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。
（委託期間）

第３条　乙が第１条第１項の規定により本件業務を行う期間（以下「委託期間」という。）は，令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日までとする。
（本件業務の遂行）

第４条　乙は，この契約の趣旨に従い，善良な管理者の注意をもって本件業務を遂行する。

２　乙は，仕様書に定めるもののほか，本件業務の実施内容等の詳細については，事前に甲の同意を得なければならない。
３　乙は，本件業務を遂行するに当たって，関連する法令を遵守する。
４　乙は，甲の書面による事前の承諾を得ることなく，本件業務の全部又は一部の履行を中止してはならない。
（委託料等の額）

第５条　委託料の額（消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。）は，当該各月に受納した寄附金額の●割に１．１を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）とする。ただし，乙が寄附者情報の登録作業のみを行った寄附者又は，寄附の使い道が「ウクライナ緊急人道支援事業」となっていて、かつ返礼品なしの寄附者については，当該寄附者数に■円を乗じた額に１．１を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）のみを委託料の額とし，当該寄附者の寄附金額の●割に１．１を乗じて得た額は委託料の額に含めないものとする。また，返礼品発送管理業務が発生しない返礼品（トラベルクーポン等）を希望する寄附者については，当該各月に受納した寄附金額の▲割に１．１を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）とし，当該寄附者による寄附金額の●割に１．１を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）は委託料の額に含めないものとする。
２　委託業務に要した返礼品の購入費，当該返礼品の配送料，切手代その他の甲が乙に対して事前に負担することを認めた委託業務に係る費用（以下「実費」という。）は，委託料と合わせ甲が負担する。
３　乙が甲の書面による事前の承諾を得て本件業務の全部又は一部の履行を中止したときは，甲及び乙は，協議をして合意の上，委託料の額を変更することができる。
　（費用等）

第６条　甲は，実費を除く乙による支出前の本件業務を行うについて必要な費用並びに乙が支出した本件業務を行うのに必要と認められる費用及び支出の日以後におけるその利息の支払義務を負わない。

２　この契約について，民法（明治２９年法律第８９号）第６５０条第２項の規定は，適用しない。
　（報告）
第７条　乙は，甲に対し，毎月末日までに，前月における本件業務の履行状況及び結果を書面により報告しなければならない。
２　甲は，本件業務に必要があるときは，乙に対していつでも本件業務の履行状況の報告を求めることができる。
３　甲は，第１項又は前項の規定による報告の内容から本件業務が適正に履行されていないと認めたときは，乙に対し必要な措置を取ることを求めることができる。

　（検査）
第８条　甲は，前条第１項の報告を受けたときは，当該報告を受けた日から１０日以内に，仕様書に定めるところにより，当該報告の内容に係る月に乙が行った本件業務の完了を確認するための検査を完了し，当該検査の結果を乙に通知する。

　（委託料の請求及び支払）

第９条　乙は，前条の検査に合格した時は，甲が指定する日までに甲に対し甲の指定する請求書を提出することにより，当該月分の委託料の支払を請求することができる。
２　甲は，前項の規定による請求があったときは，前項の指定する日の属する月の末日までに，当該月分の委託料を支払わなければならない。
３　甲の責めに帰すべき事由により第２項の規定による委託料の支払が遅れた場合は，乙は，未受領金額につき，当該支払が遅れた日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額（その額に１００円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額，その額が１００円未満であるときはその全額を切り捨てた額）の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
（損害の負担）

第１０条　本件業務の実施に関して生じた乙の責めに帰すべき事由による損害（第三者に及ぼした損害を含む。）の処理は，乙が責任と費用負担において一切を行うものとする。
　　また，甲の責めに帰すべき事由により生じた損害については，甲が負担するものとし，双方の責めに帰さない事由によって生じた損害については，都度協議して費用負担を定めるものとする。
　（権利義務の譲渡等の制限）

第１１条　乙は，この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめその内容を明らかにして甲の承認を書面にて得たときは，この限りでない。

（再委託の制限）

第１２条　乙は，この契約の履行について，その全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし，あらかじめその内容を明らかにして甲の承認を書面にて得たときは，この限りでない。
２　乙は，前項ただし書の規定により，乙が本件業務の全部又は一部を第三者に再委託した場合でも，この契約上の義務を免れないものとし，当該第三者の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じたときであっても，その損害の一切を賠償しなければならない。

（秘密の保持）

第１３条　乙は，この契約に関し知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしてはならない。この契約が終了した後も，同様とする。

（個人情報の保護）

第１４条　乙は，この契約に関し知り得た個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報（以下「個人情報」という。）を第三者に漏えいし，又は開示し，若しくは提供してはならない。
２　乙は，この契約の終了後，個人情報を使用してはならず，かつ，第三者に漏えいし，又は開示し，若しくは提供してはならない。
３　乙は，この契約に関する業務の目的の範囲内において個人情報を取り扱うものとし，この契約に関する業務の目的以外に使用し，又は第三者に提供してはならない。
４　乙は，あらかじめ甲の書面による承諾がない限り，第三者（乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に個人情報の取扱いに係る業務の再委託又は下請をさせてはならない。
５　乙は，第三者に個人情報の取扱いに係る業務の再委託をし，又は下請をさせる場合は，当該再委託先又は下請先（以下「再委託等先」という。）との間の当該再委託又は下請に係る契約書又はこれに準じる書面に，個人情報の保護に関して乙が負う義務と同等以上の義務を負わせる規定をするものとし，かつ，再委託等先による個人情報の取扱いに関し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
６　乙は，あらかじめ甲の承諾を受けた場合を除き，個人情報を複写し，又は複製してはならない。
７　乙は，前項の甲の承諾を得て，個人情報の複写又は複製をしたときは，当該複写又は複製についての記録を作成し保管しなければならず，かつ，甲が請求したときは，当該記録を甲に提出しなければならない。
８　乙は，個人情報について，個人情報の保護に関する法律第６６条第２項の規定により準用する同条第１項に規定する安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
９　乙は，個人情報の取扱いを開始したときは，直ちに，個人情報の管理体制その他の前項の措置を実施し，甲に対し，その実施状況を書面により通知するものとする。これを変更した場合も，同様とする。
１０　乙は，個人情報の漏えい，滅失，棄損その他の個人情報の管理の支障が生じ，又は生じるおそれがある場合（当該支障が生じるおそれがあると甲が認めることにつき相当の理由がある場合を含む。）は，直ちにその状況を甲に報告し，甲の指示を受け，これに従わなければならない。
１１　乙は，甲に対し，この契約の終了後１０日以内に，個人情報に係る書面，電磁的記録等一切のものを返還しなければならない。ただし，乙は，返還が不可能なものがあるときは，甲の指示に従い，当該個人情報の消去又は破棄を行い，かつ，甲が求めた場合は，当該消去又は廃棄をした旨の確約書を甲に提出するものとする。
１２　甲は，乙に対し，個人情報の取扱状況に関し，いつでも甲が指示する方法により報告を求めて監査することができるものとし，乙は，これに協力するものとする。
１３　甲は，乙による個人情報の取扱状況に関し，甲が指定する職員又は専門家その他の者に，乙の事業所に立ち入らせて監査することができるものとし，乙は，これに協力するものとする。
１４　甲は，乙の個人情報の取扱状況が不適切であると認めるときは，乙に対して必要な指示をすることができるものとし，乙は，これに従わなければならない。
１５　乙が再委託等先に個人情報の取扱いに係る業務の再委託をし，又は下請をさせた場合においては， 甲は，当該再委託等先に対して第１３項及び第１４項に規定する監査をすることができるものとし，乙は，再委託等先がこれに協力するよう措置するものとする。
１６　乙が再委託等先に個人情報の取扱いに係る業務の再委託をし，又は下請をさせた場合において，再委託等先の個人情報の取扱状況が不適切と認めるときは，再委託等先に対して必要な指示をすることができるものとし，乙は，再委託等先がこれに協力するよう措置するものとする。
１７　前各項に定める事項に乙又は再委託等先が違反した場合は，甲は，この契約を催告なしに解除することができる。
１８　前各項に定める事項に乙又は再委託等先が違反した場合は，乙は，甲及び第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
（知的財産権）
第１５条　甲は，本件業務の履行開始前から甲が権利を有していたものを除き，本件業務の履行過程において乙が甲のために作成し，甲に提出した説明資料等（以下これらを「提出物」という。）に係る著作権その他の一切の権利が甲に帰属することを確認する。
２　乙は，提出物が，第三者の著作権等のいかなる権利も侵害するものではないことを保証する。
３　乙は，本件業務の履行又は提出物に関して，甲又は乙と第三者との間に知的財産権等の紛争が生じた場合又はそのおそれがある場合には，遅滞なく書面により甲に通知するものとし，損害賠償，裁判費用，弁護士費用等その他名目のいかんを問わず甲に金銭的負担が一切生じることがないよう乙の責任と費用負担においてその解決を図る。
（不当要求等）

第１６条　乙は，この契約の履行に当たり，次の各号に掲げる事項

　を遵守しなければならない。

(1) 暴力団等（暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）から業務妨害又は不当要求を受けた場合は，き然として拒否し，その旨を速やかに甲に報告するとともに，所管の警察署に届け出ること。

(2) 本件業務を行うために乙が使用している下請負人（以下この号において「下請負人」という。）が暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合はき然として拒否し，速やかに乙にその旨の報告をするよう下請負人を指導し，かつ，下請負人から当該報告を受けた場合はその旨を速やかに甲に報告するとともに，所管の警察署に届け出ること。

（契約の解除）

第１７条　甲は，乙が次の各号のいずれかに該当するときは，催告をすることなく，直ちにこの契約を解除することができる。
　(1) 乙（乙が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。第９号において同じ。）に次のいずれかの事由が生じたとき。
　　ア　支払の停止又は破産手続開始，民事再生手続開始，会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
　　イ　合併によらず解散したとき。
　　ウ　差押え，仮差押え，仮処分，強制執行若しくは任意競売の申立て又は租税等の滞納処分を受けたとき。
　　エ　手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
　　オ　その他財産状態が悪化し，又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

　(2) 正当な理由なく，委託期間の始期が過ぎても本件業務を開始しないとき。
　(3) 本件業務の全部の履行が不能であるとき。
　(4) 乙が本件業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
　(5) 本件業務の一部の履行が不能である場合又は乙が本件業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみではこの契約の目的を達成することができないとき。
　(6) この契約の性質又は甲の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければこの契約をした目的を達することができない場合において，乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
　(7) この契約の締結又は履行について乙に不正の行為があったとき。

(8) 乙がこの契約の履行に係る監督又は検査に際し，当該監督又は検査に携わる甲の職員の職務の執行を妨げたとき。
(9) 乙が次のいずれかに該当するとき。

ア　役員等（乙が個人である場合にはその者を，乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。
イ　暴力団等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ　役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団等を利用するなどしたと認められるとき。
エ　役員等が，暴力団等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。
オ　役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ　再委託契約その他の契約に当たり，その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ　乙がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に，甲が乙に対して当該契約の解除を求め，乙がこれに従わなかったとき。

(10)  前各号に定めるもののほか，乙がこの契約に違反したとき。
(11)  乙が第４項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

２　甲は，乙が次の各号のいずれかに該当したときは，催告をすることなく，直ちにこの契約を解除することができる。

　(1) この契約に関し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し，又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより，公正取引委員会が乙に対し，独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い，当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。
　(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」という。）に対して行われたときは，乙等に対する命令で確定したものをいい，乙等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において，この契約に関し，独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
　(3) 納付命令又は排除措置命令により，乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において，この契約が，当該期間（これらの命令に係る事件について，公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い，これが確定したときは，当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり，かつ，当該取引分野に該当するものであるとき。

　(4) この契約に関し，乙（法人にあっては，その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。
３　甲又は乙は，やむを得ない事情がある場合には，相手方に対して３か月前までに書面による通知をすることにより，この契約を解除することができる。
４　乙は，甲がこの契約に違反し，その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは，この契約を解除することができる。
５　乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。

　(1) 甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の３分の２以上減少したとき。

　(2) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

　(3) 甲が次のいずれかに該当するとき。

ア　首長以下職員等（首長、地方議会議員など選挙によって選任されたものならびに副市長以下、常勤、非常勤、臨時的任用を問わない職員全般を指す。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

イ　首長以下職員等が自己、自自治体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ウ　首長以下職員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

エ　首長以下職員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

オ　首長以下職員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。

　（解除の効果）
第１８条　前条の規定によりこの契約が解除された場合は，乙は，既にした本件業務の履行割合に応じた委託料（以下この条において「既履行部分委託料」という。）を甲に対して請求することができる。この場合において，甲は，既履行部分委託料を請求を受けた日から３０日以内に乙に支払わなければならない。
２　既履行部分委託料の額は，甲と乙とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が調わない場合には，甲が定め，乙に通知する。
３　前条第３項の規定によりこの契約が解除された場合は，甲及び乙はいずれも相手方に対し，既履行部分委託料の支払以外には，損害賠償その他名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わない。

４　前条第１項の規定によりこの契約が解除された場合においては，乙は，委託料の額の１０分の１（入札した金額が低入札価格調査基準額を下回る場合にあっては，１０分の２）に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
５　前項に規定する場合において，甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超えるときは，乙は，甲に対し，当該損害の額の賠償をしなければならない。
　（談合等の不正行為に係る違約金）

第１９条　乙は，乙がこの契約に関して第１７条第２項各号のいずれかに該当するときは，甲がこの契約を解除しない場合においても，違約金として，委託料の額の１０分の２に相当する額に，委託料全額の支払を終えた日から当該違約金の支払の日までの日数に応じ，利息を付して，甲に対し，支払わなければならない。

２　前項の規定は，この契約に関して乙がした独占禁止法違反の行為が，独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売であると認められるときその他甲が特に認めるときは，適用しない。

３　第１項に規定する場合において，甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超えるときは，乙は，甲に対し，当該損害の額の賠償をしなければならない。
（紛争解決方法）

第２０条　この契約に関する紛争については，甲乙両者で解決に当たる。
　（合意管轄）
第２１条　この契約に関する一切の紛争は，千葉地方裁判所をもって第１審の専属的合意管轄とする。

　（疑義の決定等）

第２２条　この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については，甲乙協議の上，定める。
この契約の締結を証するため，甲及び乙は，本書を２通作成し，それぞれ記名押印の上，その１通を保有する。

　　令和８年（２０２６年）４月１日

　　　　　　　　　　　千葉県柏市柏五丁目１０番１号　　　　　

　　　　　甲　　柏市　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　柏市長　　太　田　和　美　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　乙　　

　　　　　　　　　　　

